
 
Ⅰ あらゆる分野への参画の促進 

 55

 
I－２ 多様な働き方を推進するための雇用環境整備 
１ 雇用形態別にみた役員を除く雇用者の割合 

 

 

 

 

図表 I－２－１ 雇用形態別にみた役員を除く雇用者（非農林業）の割合（都・全国） 

＜都＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「その他」は「パート」・「アルバイト」以外の「非正規の職員・従業員」で「労働者派遣事業所の派遣

社員」、「契約社員・嘱託」を含む 

 

資料：東京都総務局「都民の就業構造 平成 14 年」 

（総務省「就業構造基本調査」） 

 

＜ 全 国 ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注：「その他」は「パート」・「アルバイト」以外の「非正規の職員・従業員」 

 
資料：総務省「労働力調査年報」 

雇用形態別の雇用者の割合の推移をみると、男女ともに、正規の雇用者が減少し、非正規の雇用が

増加してきている。 
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２ 若年雇用者に占める非正規雇用者比率 

 
 
 
 

図表 I－２－２ 若年雇用者に占める非正規雇用者比率（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：若年の非正規雇用者比率：15～24 歳雇用有業者数に占める 15～24 歳非正規職員・従業員比率 

 
資料：総務省「就業構造基本調査」 

 
 

若年雇用者に占める非正規雇用者の比率は、男女とも平成４年に 20％を超えると著しく増加し、平

成 14 年には、男性は 40％以上、女性は 50％以上を占めている。 
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３ パートタイム・派遣労働に関する労働相談 

 

 

 

 

図表 I－２－３ パートタイム・派遣労働に関する労働相談件数（都） 

＜パートタイムに関する労働相談件数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パートタイム労働相談の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上位 12 項目のみ表示。平成 13 年度は比較のため 19 位の「人間関係」も表示。 

 

資料：東京都産業労働局「労働相談及びあっせんの概要」 

労働相談件数全体のうち、パートタイムに関する労働相談件数の割合は、ここ数年８％前後となっ

ている。平成 18 年度のパートタイム労働相談の内容を見ると最も多いのが「解雇」(13.6%)で、つ

づいて「労働契約」（12.5%）、「賃金不払」(10.5%)の順となっている。また、「人間関係」(8.3%)

は平成 13 年度(1.5%)に比べ大幅に増加している。 
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＜派遣労働に関する労働相談件数＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
＜派遣労働相談の内容＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：上位 12 項目のみ表示。 

 
資料：東京都産業労働局「労働相談及びあっせんの概要」 

労働相談件数全体のうち、派遣労働に関する労働相談件数の割合は、ここ数年増加しており、平成

18 年度は 8.4％となっている。平成 18 年度の派遣労働相談の内容を見ると最も多いのが「賃金不払」

で 24.5%となっており、平成 13 年度と比べ大幅に増加している。 
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４ 一般労働者と短時間労働者の一時間あたり平均所定内給与額の格差 

 

 

 

 

図表 I－２－４ 一般労働者と短時間労働者(パートタイム・派遣等)の 

一時間あたり平均所定内給与額の推移（都・全国） 

＜都＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜全国＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：一般労働者とは、短時間労働者（パートタイム労働者）以外の労働者をいう。 

注２：短時間労働者（パートタイム労働者）とは、同一事業所の一般の労働者より 1 日の所定労働時間が短い

又は 1日の所定労働時間が同じでも 1 週の所定労働日数が少ない労働者をいう。 

注３：一般労働者の１時間あたり所定内給与は、それぞれ該当する一般労働者の所定内実労働時間数から次式

により試算した。 「一般労働者の１時間あたり所定内給与額＝所定内給与額÷所定内実労働時間数」 

注４：短時間労働者（パートタイム労働者）の１時間あたり所定内給与額については、統計表上の数字を用い

た。 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

一般労働者と短時間労働者（パートタイム・派遣等）の一時間あたり平均所定内給与額の格差は、

全国より都の方が大きく、推移を見ると、都及び全国とも横ばいである。また、男女それぞれの格

差を比較すると、都、全国ともに男性の方が女性より格差が大きくなっている。 
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５ 企業における正社員への登用制度 

 

 

 

 

 

図表 I－２－５ 正社員への登用制度（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局 平成 17 年度中小企業労働条件等実態調査「パートタイマーに関する実態調査」 

パートタイマーから正社員への登用制度について、「選考のうえ登用している」企業は 30.6％、「希

望がある限りは登用している」企業が 18.1%であり、２つを合わせた「登用している」企業の割合は

「登用していない」企業（44.0％）をわずかに上回っている。 

業種別にみると、「医療・福祉」「教育・学習支援業」で「登用している」企業の割合が高い。 

30.6

13.8

23.0

35.3

10.0

31.5

0.0

15.4

17.9

45.7

53.8

34.5

50.0

18.1

13.8

16.1

5.9

30.0

26.9

0.0

0.0

23.1

28.6

11.5

8.0

0.0

44.0

62.1

56.3

52.9

60.0

35.2

100.0

84.6

46.2

25.7

26.9

42.5

25.0

3.8

6.9

3.4

5.9

0.0

2.8

0.0

0.0

5.1

0.0

3.8

8.0

0.0

3.4

3.4

1.1

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

7.7

0.0

3.8

6.9

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=496)

建設業(N=29)

製造業(N=87)

情報通信業(N=17)

運輸業(N=10)

卸売・小売業(N=108)

金融・保険業(N=6)

不動産業(N=13)

飲食店，宿泊業(N=39)

医療，福祉(N=70)

教育，学習支援業(N=26)

サービス業(N=87)

その他(N=4)

選考のうえ登用している 希望がある限りは登用している 登用していない その他 無回答




